
令和３年８月１６日 

 

 

 

 

井戸等の飲用の衛生相談・指導 

 

１ 実施期間 

  令和３年８月１６日（月)から当面の間 

 

２ 対象者 

  上水道未設置地区の住民のうち、今回の大雨等により被災された方 

 

３ 支援の内容 

  大雨等の影響により井戸水の汚染が疑われる場合に、衛生相談・指導を行います。 

 

４ 手続きの方法 

  広島市保健所環境衛生課にお問い合わせください。 

  

 

 

 

  

 

問合せ先 広島市保健所環境衛生課 

082-241-7408 


